
（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 障害者台帳・障害福祉サービス管理システム改修委託 

② 契 約 日 平成２７年１０月１日 

③ 契 約 期 間 
平成２７年１０月１日から 

平成２８年３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 
社会保障・税番号制度に対応するため、既存の障害者台帳・障害福

祉サービス管理システムの改修を行う 

⑤ 契 約 の 相 手 方 （株）ニック 

⑥ 契 約 金 額 
金１，６９４，５２０円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金１２５，５２０円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

既存の障害者台帳・障害福祉サービス管理システムと密接不可分の

関係にあり、同一の者以外に改修させた場合、既存システムの使用

に著しく支障が生じる恐れがあるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

既存システムの納入業者であり、社会保障・税番号制度に伴う既存

システムの改修について密接不可分の関係にあるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２７年９月３０日   午前９時００分 

予定価格（税込） 1,802,520 円 予定価格（税抜） 1,669,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（株）ニック 1,569,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 福祉課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 除雪グレーダー岩手 000 る 2244 号車 修理 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 １日から 

平成 27 年 11 月 18 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－９－５ 

コマツ岩手株式会社 

盛岡支店長 田村 正典 

⑥ 契 約 金 額 
金 752,954 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 55,774 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 １日 ９時１５分 

予定価格（税込） 756,000 円 予定価格（税抜） 700,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

コマツ岩手株式会社 

盛岡支店 
697,180 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 除雪グレーダー岩手 000 る 428 号車 修理 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 １日から 

平成 27 年 11 月 18 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－９－５ 

コマツ岩手株式会社 

盛岡支店長 田村 正典 

⑥ 契 約 金 額 
金 970,909 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 71,919 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 １日 ９時 10 分 

予定価格（税込） 972,000 円 予定価格（税抜） 900,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

コマツ岩手株式会社 

盛岡支店 
898,990 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 除雪ドーザ―岩手 000 る 359 号車 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 １日から 

平成 27 年 11 月 18 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－９－５ 

コマツ岩手株式会社 

盛岡支店長 田村 正典 

⑥ 契 約 金 額 
金 601,997 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 44,592 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 １日 ９時 00 分 

予定価格（税込） 604,800 円 予定価格（税抜） 560,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

コマツ岩手株式会社 

盛岡支店 
557,405 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 除雪グレーダー岩手 000 る 1554 号車 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 １日から 

平成 27 年 11 月 18 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－９－５ 

コマツ岩手株式会社 

盛岡支店長 田村 正典 

⑥ 契 約 金 額 
金 594,151 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 44,011 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 １日 ９時 20 分 

予定価格（税込） 604,800 円 予定価格（税抜） 560,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

コマツ岩手株式会社 

盛岡支店 
550,140 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 除雪ダンプ 岩手 11 ら 4437 号車 修理 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 ２日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 ２日から 

平成 27 年 10 月 30 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県盛岡市東見前五地割 31 番地 

岩手日野自動車株式会社 

代表取締役 清水 洋治 

⑥ 契 約 金 額 
金 529,200 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 39,200 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 ２日 ９時 00 分 

予定価格（税込） 540,000 円 予定価格（税抜） 500,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

岩手日野自動車株式会社 490,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 除雪ダンプ 岩手 11 ら 6740 号車 修理 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 ２日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 ２日から 

平成 27 年 10 月 30 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県盛岡市東見前五地割 31 番地 

岩手日野自動車株式会社 

代表取締役 清水 洋治 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,121,040 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 83,040 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 ２日 ９時 10 分 

予定価格（税込） 1,123,200 円 予定価格（税抜） 1,040,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

岩手日野自動車株式会社 1,038,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 



随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 除雪ダンプ 岩手 11 ら 1967 号車 修理 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 ２日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 ２日から 

平成 27 年 10 月 30 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県紫波郡矢巾町大字髙田第１５地割 101 番地 

UD トラックス岩手株式会社 

代表取締役 藤沢 千孝 

⑥ 契 約 金 額 
金 869,200 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 64,385 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 ２日 ９時 15 分 

予定価格（税込） 896,400 円 予定価格（税抜） 830,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

UD トラックス岩手株式会社 804,815 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 



随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 ロータリー除雪車 岩手 900 る 378 号車 修理 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 １日から 

平成 27 年 10 月 30 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県盛岡市津志田中央二丁目 1 番 23 号 

いすゞ自動車東北株式会社 岩手支社 

支社長 及川 進 

⑥ 契 約 金 額 
金 674,978 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 49,998 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 １日 ９時 40 分 

予定価格（税込） 702,000 円 予定価格（税抜） 650,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

いすゞ自動車東北(株) 

岩手支社 
624,980 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 



随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 凍結防止剤散布車 岩手 800 は 187 号車 修理 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 １日から 

平成 27 年 10 月 30 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県盛岡市津志田中央二丁目 1 番 23 号 

いすゞ自動車東北株式会社 岩手支社 

支社長 及川 進 

⑥ 契 約 金 額 
金 743,482 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 55,072 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 １日 ９時 45 分 

予定価格（税込） 756,000 円 予定価格（税抜） 700,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

いすゞ自動車東北(株) 

岩手支社 
688,410 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 



随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 ロータリー除雪車 岩手 900 る 669 号車 修理 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 １日から 

平成 27 年 11 月 27 日まで 

④ 契 約 の 概 要 冬期間の除雪作業に向け、車両の修理を行う必要があることから 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県八幡平市平笠第 24 地割 1 番地 40 

双葉重車輌株式会社 

代表取締役 工藤 毎代 

⑥ 契 約 金 額 
金 922,406 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 68,326 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

除雪業務に要する特殊機械の修理であり、取扱業者が限定され、特

定のもの(当該車両取扱業者)と契約しなければ契約の目的が達成で

きないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

選定業者は当該車輌の車検整備を実施中であることから、工期の短

縮、経費の節減に加え、修理の円滑かつ適正な施行を確保する上で

有利と認められるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 １日 ９時 25 分 

予定価格（税込） 928,800 円 予定価格（税抜） 860,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

双葉重車輌株式会社 854,080 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 総合運動公園内バリアフリー化工事 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 8 日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 13 日から 

平成 27 年 11 月 13 日まで 

④ 契 約 の 概 要 

・町営体育館オストメイト設置 

・運動公園内西側トイレ段差解消工事 

・陸上競技場入口段差解消工事 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町柿木 151 番地 4 

（株）ケーエヌ工業 代表取締役 菊池 秀一 

⑥ 契 約 金 額 
金１，２９６，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 96,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

売買、賃借、請負その他契約でその予定価格が別表第 5 上欄に掲げ

る契約の種類に応じて同表下欄に定める額（130 万円）範囲におい

て普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

（第 167 条の 2 関係、町契約規則第 16 条別表 1） 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
水道設備工事が可能な町内業者 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２７年１０月５日   １７時００分 

予定価格（税込） 1,299,240 円 予定価格（税抜） 1,203,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（株）ケーエヌ工業 1,200,000 円 円 決定 

（株）中村建設 1,290,000 円 円  

（有）アース 1,300,000 円 円  

（有）丸水工業 1,320,000 円 円  

明北産業（株） 辞退 円  

⑪ 発 注 担 当 課 社会教育課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 
社会保障・税番号制度施行に伴うセキュリティ用機器等賃貸借 

及び保守管理 

②  契 約 日 平成 27 年 10 月 15 日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 15 日から 

平成 32 年 10 月 14 日まで 

④ 契 約 の 概 要 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の施行開始に伴い、情

報漏えい等対策に万全を期するためのセキュリティ用機器等の賃

貸借及び保守管理 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
盛岡市松尾町１７番８号 

株式会社アイシーエス 代表取締役社長 法貴 敬 

⑥ 契 約 金 額 
金 20,917,440 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 1,549,440 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第 2 号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

当該契約は、既存の住基システムと連携させることから特殊な技

術、知識を必要とし、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的

を達することができないため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

本業務は、既存住基システム導入業者以外が作業した場合にシス

テムに支障を来す恐れがあり、本業務を遂行することは困難である

ため、既存住基システム導入業者である上記業者を選定。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27 年 10 月 14 日     9 時 40 分 

予定価格（税込） 23,049,360 円 予定価格（税抜） 21,342,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（株）アイシーエス 19,368,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 企画財政課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石銀河ステーション冷却ユニット・室外機設置工事 

② 契 約 日 平成２７年１０月２０日 

③ 契 約 期 間 
平成２７年１１月 ９日から 

平成２７年１１月２０日まで 

④ 契 約 の 概 要 

雫石銀河ステーション冷却ユニット・室外機設置工事 

・冷却ユニット 冷凍用 1 基 

・冷却ユニット 冷蔵用 1 基 

・搬入据付工 １式 

・移設撤去工 １式 ・試運転調整 １式 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県盛岡市東山 1-19-22 

北沢産業株式会社 盛岡営業所 所長 豊岡 秀徳 

⑥ 契 約 金 額 
金 １，８９０，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 140,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

機械設備の故障に伴う緊急の工事であり、生鮮食品を取り扱う教

務に使用する設備であることから、緊急に復旧しなければ、業務支

障をきたし、食品購入者への安全性を損なう危険性があるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

機械設備設置に関し必要知識、技術経験 対象物件の円滑な運及

び実績を有しているため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２７年１０月 ７日   午前９時００分 

予定価格（税込） １，８９０，０００円 予定価格（税抜） １，７５０，０００円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

北沢産業㈱盛岡営業所 1,750,000 円 円 決定 

タニコー㈱盛岡営業所 1,834,000 円 円  

三機商事㈱ 1,844,000 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 単柱式スノーポール（アルミ製）購入 

②  契 約 日 平成 27年 10月 26日 

③  契 約 期 間 
平成 27年 10月 26日から 

平成 27年 11月 20日まで 

④  契 約 の 概 要 スノーポール 300本の購入 

⑤  契 約 の 相 手 方 
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番 17号 

 中外機工株式会社盛岡支店 支店長 滝田 典男 

⑥  契 約 金 額 1,134,000円（内消費税額及び地方消費税額 84,000円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第８号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 
指名競争入札において再度の入札に付し落札者がなかったため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
再度（第３回）の入札に付した際、最低価格の札を入れた業者 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27年 10月 21日  午前９時 00分 

予 定 価 格 

（ 税 込 ） 
1,145,880円 

予 定 価 格 

（ 税 抜 ） 
1,061,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社キクテック

盛岡営業所 
1,059,000円   

中外機工株式会社 

盛岡支店 
1,050,000円 

 
決定 

    

    

    

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 町営体育館プラザ改修工事 

② 契 約 日 平成 27 年 10 月 26 日 

③ 契 約 期 間 
平成 27 年 10 月 27 日から 

平成 27 年 12 月 27 日まで 

④ 契 約 の 概 要 ・町営体育館玄関前プラザ改修工事 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県盛岡市稲荷町 9 番 6 号 

篠村建設（株） 代表取締役 篠村 光利 

⑥ 契 約 金 額 
金４，９６８，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 368,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第８号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

雫石町内に事務所を置く「とび・土工」業者 15 社による指名競争

入札を行った結果、どの業者も予定価格に達しなかったため、選定

の基準を替え、特殊防水工事が可能な建築工事業者を選定したもの

です。（第 167 条の 2 関係） 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
特殊防水工事が可能な業者 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２７年１０月２１日   １５時００分 

予定価格（税込） 4,974,480 円 予定価格（税抜） 4,606,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

篠村建設（株） 4,600,000 円 円 決定 

（株）昭和建設 5,000,000 円 円  

吉武建設（株） 4,880,000 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 社会教育課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 林道施設災害復旧事業大地沢線復旧工事（その３） 

② 契 約 日 平成２７年１０月２６日 

③ 契 約 期 間 
平成２７年１０月２７日から 

平成２７年 １月２９日まで 

④ 契 約 の 概 要 土工 １ 式 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県和賀郡西和賀町沢内字貝沢３地割１５番地１ 

株式会社 田中建設 

代表取締役 田 中  均 

⑥ 契 約 金 額 
金 ３,５６４,０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 ２６４,０００円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項６号の規定による。 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

現に契約履行中の施工者に履行させた場合、工期の短縮に加え、工

事等の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる場

合。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
林道施設災害復旧事業大地沢線４号箇所復旧工事外２工事の受注業者 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２７年１０月２３日   １５時００分 

予定価格（税込） ３,５７８,０４０円 予定価格（税抜） ３,５７８,０４０円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社 田中建設 ３,３００,０００円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 復興整備課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 社会保障・税番号制度導入に伴う児童手当システム改修業務委託 

② 契 約 日 平成２７年１０月２８日 

③ 契 約 期 間 
平成２７年１０月２９日から 

平成２８年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関         

する法律（いわゆるマイナンバー制度）の施行に伴い、児童手当の

支給管理にかかる既設の電算システムを、制度に対応するものとし

て必要な機能を実装するため改修業務を委託するもの。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
盛岡市松尾町１７番８号 

株式会社アイシーエス 代表取締役社長 法貴 敬 

⑥ 契 約 金 額 
金 2,484,000 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 184,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

本業務は町で使用している電算システムの一部を改修する業務で

あり、このシステムの納入業者と契約しなければ契約の目的を達         

成することができないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

電算システムの納入業者でなければ契約の目的を達成できないた         

め、相手方一者のみから見積書を徴するものとする。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２７年１０月２８日    ９時  分 

予定価格（税込） 2,937,600 円 予定価格（税抜） 2,720,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（株）アイシーエス 2,300,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 福祉課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 社会保障・税番号制度導入に伴う介護保険システム改修業務委託 

② 契 約 日 平成２７年１０月２８日 

③ 契 約 期 間 
平成２７年１０月２８日から 

平成２８年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

社会保障・税番号制度導入に伴い、行政手続きにおける特定の個人

を識別する等の機能を既存システムに実装するためシステム改修

業務を行うものである。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
盛岡市松尾町 17 番地 8 

株式会社 アイシーエス 

⑥ 契 約 金 額 
金４，８６０，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 360,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

本システムは（株）日立製作所所有の独自のカスタマイズを加えて

納入されていることから、納入業者でなければ業務の目的を達成す

ることができず、競争入札に適さないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

本システムの納入業者であり、現在保守業務も行っている１者を選

定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２７年 １０月２８日   ９時 00 分 

予定価格（税込） ７，９３８，０００円 予定価格（税抜） ７，３５０，０００円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

㈱アイシーエス ４，５００，０００円   ― 円 決定 

以下余白 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 福祉課 

 

  



 

（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

⑦  件 名 町道除排雪業務委託 

⑧  契 約 日 平成 27年 10月 30日 

⑨  契 約 期 間 
平成 27年 10月 30日から 

平成 28年 ３月 31日まで 

⑩  契 約 の 概 要 
町道の除排雪を行い、冬期間の円滑な交通道路を確保するための作

業車両ごとの作業時間又は回数の単価契約 

⑪  契 約 の 相 手 方 

岩手県岩手郡雫石町中町７番地４ 

 特定非営利活動法人 しずくいし 

   理事長  土 橋  幸 男 

⑫  契 約 金 額 別紙のとおり 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び雫石町営建設工

事等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４第

２号イ及び雫石町契約規則第 19条ただし書きの規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 
別紙のとおり 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
別紙のとおり 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 27年 10月 29日  午前９時 00分 

予定価格（税込） 別紙のとおり 予定価格（税抜） 別紙のとおり 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

特定非営利活動法人 

しずくいし 
別紙のとおり 

 
 

  
  

  
 

 

  
 

 

    

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 



 

別紙  随意契約理由 

 

平成26年度の町道除排雪業務は、除雪費の縮減を目的に、業務委託と並行して町がオペレ

ータを雇用して一部を直営で実施した。具体的には、町で雇用したオペレータ６名が町有除

雪ダンプ６台を駆使し約200路線、延長約165ｋｍを実施し、また、直営路線以外の車道約300

路線、歩道17路線、認定外路線16路線、合計約333路線、除雪延長は車道約215ｋｍ、歩道約

26ｋｍ、認定外路線約５ｋｍ、総延長約246ｋｍについては委託により実施した。 

状況としては、町が雇用したオペレータのうち３名は除雪作業が未経験であり、例年と比較し

て早い段階からの降雪及び積雪により、除雪に対する心構えや十分な技術指導が行えないまま降

雪シーズンに突入し、除排雪業務の目的である「冬期間の安全な交通の確保」が不足する状況が

生じ、町民及び利用者に不便をかけることがあった。また、除雪車両、道路付帯設備及び民有財

産の破損もあり、一括委託と比較して経費削減につながる予想であったが、一括委託をした場合

の想定値とほぼ変わらない結果となった。 

町道除排雪業務を実施するに当たり、除雪は特殊な業務であることから、除雪車輌の高度な運

転技術及び除雪業務の高度な知識が必要であり、また、当町は広大な面積を有し、地形や地区毎

に積雪状況等の条件が異なることから、より町内道路事情に精通していることが求められる。さ

らに、除雪計画路線延長が約 410㎞と長距離で、幹線路線から生活路線まで多岐に渡るため、必

要とされる除雪車輌は町有の除雪車（ダンプ、グレーダ、ローダー及びロータリ車等）に加え、

受注者持込みの大型車から小型除雪車、さらには歩道除雪用車輌等まで総台数は約 40台を数え、

これらの除雪車輌の運転技術を有する運転手の確保が大きな課題となる。 

 なお、町有除雪車輌の運転手の個別業者からの派遣については、派遣する側（業者）において

厚生労働省に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下

「労働者派遣法」）第５条に規定する申請を行わなければならず、かつ労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第 10条に規定する手数料が発生し業者

負担が大きい。 

加えて離職後１年以内の人を元の勤務先に派遣することが禁止（労働者派遣法第 40 条の６）

されているため、当該業務で求められている「町内道路事業に精通しかつ高度な運転技術を有す

るもの」の連続した派遣を受けることができず、当該業務の目的を遂行できない。 

以上のことを踏まえ、当該業務は効率的かつ人的確保の観点から、町内道路事情に精通した建

設業者で構成される団体と契約することが妥当と判断し、除雪体制が整いやすく、かつ施行能力

を有し、また、過去の当該業務の実績等を勘案してＮＰＯ法人しずくいしとの一者随意契約が妥

当であると判断した。 



 


